
第９７号議案 

令和２年度加東市一般会計補正予算（第９号） 

 令和２年度加東市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７２，２１０千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２６，１９９，０５４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年１２月２４日提出 

加東市長 安 田 正 義  
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1　主な歳出補正予算の概要 （単位  千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

660

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策とし
て、3台のサーモグラフィカメラを購入し、中央図
書館、滝野図書館、東条図書館の入口に設置しま
す。

0

ひとり親世帯に対し、年内に臨時特別給付金を再
支給します。（1世帯5万円、第2子以降1人につき3
万円）＜資料№1＞

財源：国庫支出金【ひとり親世帯臨時特別給付
金】19,666千円（補助率：10/10）

P6～7
ひとり親世帯臨時特別給付金給
付事業

19,666 19,666

P6～7 図書館運営事業 660

するほか、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、図書館入口にサーモグラフィカメラを設置するための費用や、学校給食で使用する

　令和２年度加東市一般会計補正予算（第９号）は、国において１２月１１日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症対策予備費使用を受け、

年内にひとり親世帯臨時特別給付金を再支給するための事業費などを計上する補正予算を編成いたしました。

　歳出予算では、ふるさと納税推進事業で総務費を４１，２９０千円増額、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業で民生費を１９，６６６千円増額

　歳入予算では、ひとり親世帯臨時特別給付金で国庫支出金を１９，６６６千円増額、ふるさと納税で寄附金を１００，０００千円増額する一方で、

　補正予算の規模は、７２，２１０千円の増額とし、一般会計の総額を２６，１９９，０５４千円といたします。

財政調整基金繰入金で繰入金を４７，４５６千円減額し、合計で７２，２１０千円の増額補正といたします。

食缶の消毒保管庫が故障したことによる修繕工事の追加で、教育費を１１，２５４千円増額し、合計で７２，２１０千円の増額補正といたします。

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
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ひとり親世帯臨時特別給付金
（基本給付の再支給）給付事業

１．給付金の対象となる方

■以下、① ③のいずれかに該当するひとり親世帯の方
① 令和２年６月分の児童扶養手当受給者
② 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方

（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
します。）

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

２．給付額

１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円

３．給付金の支給手続き

令和２年12月11日時点で、既に１回目の基本給付の支給を受けている又は申請
をしている方

 再支給分の基本給付は申請不要。１２月中に支給します。

令和２年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 以下の①または②のいずれかに該当する方は、基本給付の申請が必要。
また、再支給分の基本給付を併せて申請可能。
① 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方（※）
※令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者も対象になります。
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